
令和８年度川部みどり園福祉関係研修事業概要 

１ 目的 

障害者が地域で安心して生活できるよう、地域の核となる人材を育成するとともに、専門的知識

及び技術を学ぶことにより、各種障害福祉サービスを提供する者の資質の向上を図ることで、社会

福祉の増進に資する。 

 

２ 対象 

障害福祉関係事業等に従事する職員 

 

３ 障害者総合支援法等関連研修の概要         

相談支援従事者初任者研修 

（全課程） 

 

【受講申請期間 9/2～9/15】 

・日 程  【講義１】10/13～10/28 の間に各自で 11 時間の e ラ

ーニング視聴 

      【講義２】10/27 

      【演 習】11/17、11/18、12/23、1/28、1/29 

      【実 習】11/19～12/18 の間で各圏域が指定した日 

           12/24～1/22 の間で各圏域が指定した日 

・場 所  【講義１】各自が用意した e ラーニング視聴が可能 

な環境下 

      【講義２】川部みどり園 大会議室 

      【演 習】香川県立文書館 視聴覚ホール 

      【実 習】各圏域が指定した会場 

・対 象  相談支援事業に従事しようとする者 

・定 員  42 名 

・受講料  25,000 円 

相談支援従事者初任者研修講義部

分のみ受講（部分受講） 

 

※サービス管理責任者等基礎研修

受講要件 

 

【受講申請期間 5/1～5/14】 

・日 程  【講 義】6/15～6/30 の間に各自で 11 時間の eラー

ニング視聴 

・場 所  【講 義】各自が用意した e ラーニング視聴が可能 

な環境下 

・対 象  サービス管理責任者等基礎研修を受講しようとする 

      者 

・定 員  120 名程度    

・受講料  2,000 円 

相談支援従事者現任研修 

 

【受講申請期間 3/30～4/13】 

・日 程  【講義１】5/11～5/25 の間に各自で 6 時間の e ラー

ニング視聴 

      【講義２】5/26 

      【演 習】6/24、7/22、8/25 

      【実 習】6/25～7/17 の間で各圏域が指定した日 

7/23～8/19 の間で各圏域が指定した日 

・場 所  【講義１】各自が用意した e ラーニング視聴が可能 

な環境下 

      【講義２】川部みどり園 大会議室 

【演 習】香川県立文書館 視聴覚ホール 

      【実 習】各圏域が指定した会場 

・対 象  相談支援事業に従事する者 

・定 員  42 名程度（更新最終年度者優先） 

・受講料  11,000 円 

 

令和８年３月１８日 



サービス管理責任者等研修 

（基礎研修） 

【申請期間 8/11～8/31】 

・日 程 【講義】10/29 

     【演習】11/5、11/12  ※演習はいずれか 1 日受講 

・場 所  レクザムホール 

小ホール棟 5 階 多目的会議室「玉藻」 

・対 象  指定障害福祉サービス事業所等においてサービス 

管理責任者等として従事しようとする者 

・定 員  120 名程度 

・受講料  8,000 円 

サービス管理責任者等研修 

（実践研修） 

【申請期間 ①4/8～4/28 

      ②10/1～10/21】 

・日 程  【講義・演習】①6/18、6/19 ②12/17、12/18 

・場 所  レクザムホール 

小ホール棟 5 階 多目的会議室「玉藻」 

・対 象  指定障害福祉サービス事業所等においてサービス 

管理責任者等として従事しようとする者で、基礎 

研修を修了し、6 月以上又は 2 年以上実務経験の 

ある者 

・定 員  120 名程度 

・受講料  8,000 円 

 

サービス管理責任者等研修 

（更新研修） 

【申請期間 12/2～12/22】 

・日 程  【講義・演習】①2/24、25 ②3/3、3/4 

・場 所   香川県立文書館 視聴覚ホール 

・対 象    実践研修・更新研修修了後サービス管理責任者等と 

して従事している者又は受講開始日以前 5 年間の間

に 2 年以上サービス管理責任者等の実務経験がある

者 

・定 員  140 名程度 

・受講料  8,000 円 

専門コース別研修 

意思決定支援研修 

【申請期間 11/17～12/7】 

・日 程  【講義・演習】①2/4 ②2/5 

・場 所   香川県立文書館 視聴覚ホール 

・対 象    相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支

援管理責任者として従事している者、その他、障害児

者の支援に携わる者 

・定 員  各回 30 名程度 

・受講料  4,000 円 

 



 強度行動障害支援者養成研修 

（基礎研修） 

【申請期間 5/7～5/27】 

・日 程  【講義】7/15 

      【演習】7/30、7/31 

      ※演習はいずれか 1 日受講 

・場 所  香川県立文書館 視聴覚ホール 

・対 象  障害福祉サービス事業所等の従事者 

・定 員  130 名程度 

・受講料  3,000 円 

強度行動障害支援者養成研修 

（実践研修） 

【申請期間 5/7～5/27】 

・日 程  【講義・演習】8/27、8/28 

・場 所  レクザムホール 

小ホール棟５階 多目的会議室「玉藻」 

・対 象  基礎研修修了者 

・定 員  90 名程度 

・受講料  4,000 円 

※開催日時、会場等は、変更となる場合があります。 

 

※相談支援従事者関係研修は表内に記載してある受講申請を開始する日の約２週間前に川部みど

り園 HP 上で実施要項を発表します。御確認していただき申請に必要な書類を御用意ください。 

 

【相談支援従事者現任研修について】 

 令和２年度の改正により実務経験が受講要件となっています。詳細については実施要項で御確
認ください。 

 

【相談支援従事者初任者研修講義部分のみ受講（部分受講）について】 

 令和６年度から「相談支援従事者初任者研修」を、①相談支援専門員資格取得を目的とする「相
談支援従事者初任者研修（全課程）」と、②サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者資格
取得のための第一歩である「サービス管理責任者等基礎研修」の受講要件である「相談支援従
事者初任者研修講義のみ受講（部分受講）」の２つに分けて開催しています。 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者資格取得を目指し、１０月に開催予定の「サー
ビス管理責任者等基礎研修」の受講要件である「相談支援従事者初任者研修の講義受講」を希
望される方は、５月１日から申請開始の「部分受講」に受講申請をしてください。部分受講を
選ばれた方は下半期開催の全課程の受講はできませんので御注意ください。 

なお部分受講は、事務局が受講を認め、受講料を納付した方に受講に必要な ID パスワードを発
行し講義を視聴していただきます。講義視聴後に定められた様式に手書きで記載したレポート
を提出していただき、事務局が視聴できていると判断した場合のみ受講証明書（令和 8 年 7 月
7 日付予定）を発行します。お手元に届くのは７月下旬から８月上旬にかけてとなります。サー
ビス管理責任者等基礎研修受講申請時には未着の場合もありますが、本県でサービス管理責任
者等基礎研修を受講される場合は、部分受講証明書の送付等は不要です。 

   

【サービス管理責任者等研修（実践研修）について】 

 相談支援従事者初任者研修（部分受講）、サービス管理責任者等基礎研修及び本研修の３種類の 

を修了することで、サービス管理責任者等の任用資格が得られます。 

基礎研修を修了して６月以上、又は２年以上の実務経験のある方が受講対象です。 

※６月以上の実務経験に該当するかどうかについては、指定権者に御確認ください。 

 

【サービス管理責任者等研修（更新研修）について】 

令和６年度より受講要件が変更となっております。申請の際は必ず実施要項で御確認ください。 

※平成３０年度までの旧カリキュラム（分野別）でサービス管理責任者等研修を修了している 

 方で、令和５年度末までに本研修を修了していない方は、実践研修を申請してください。 


